
鳥取県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成19年３月16日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県条例第44号

鳥取県税条例の一部を改正する条例

第１条 鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この条において「移動条項

等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この

条において「移動後条項等」という。）が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動

条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動条項等（以下この条において「削除条項等」

という。）を削り、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後条項等（以下この

条において「追加条項等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除条項等を除く。以下この条において「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加条項等を除く。以下こ

の条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在

しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り、次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加

える。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章 略 第１章 略

第２章 普通税 第２章 普通税

第１節 県民税 第１節 県民税

第１款 略 第１款 略

第２款 個人の県民税（第22条－第39条の２） 第２款 個人の県民税（第22条－第39条）

第３款～第７款 略 第３款～第７款 略

第２節～第10節 略 第２節～第10節 略

第３章及び第４章 略 第３章及び第４章 略

附則 附則

（知事権限の委任） （知事権限の委任）

第４条 法、施行令、総務省令、この条例及び合衆国 第４条 法、施行令、総務省令、この条例及び合衆国

軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税 軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税

の徴収の特例に関する条例（昭和29年鳥取県条例第 の徴収の特例に関する条例（昭和29年鳥取県条例第

27号）に規定する徴収金の賦課徴収及び過料に関す 27号）に規定する徴収金の賦課徴収及び過料に関す

る知事の権限に属する事務は、次に掲げる事項を除 る知事の権限に属する事務は、次に掲げる事項を除

くほか、課税地を所管する総合事務所長（鳥取県総 くほか、課税地を管轄する県税事務所長に委任する。

合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例第40号）第

３条に規定する総合事務所長をいう。以下同じ。）



に委任する。

(１)～(14) 略 (１)～(14) 略

(15) 法第700条の６の４第１項後段の規定による (15) 法第700条の６の４第１項後段の規定による

特約業者の指定に係る意見の聴取、同条第２項又 特約業者の指定に係る意見の聴取、同条第２項又

は第９項の規定による特約業者の指定又は指定の は第８項の規定による特約業者の指定又は指定の

取消しの通知及び報告並びに同条第４項及び第５ 取消しの通知及び報告並びに同条第４項及び第５

項ただし書の規定による特約業者の指定の取消し 項ただし書の規定による特約業者の指定の取消し

の請求に関する事項 の請求に関する事項

２ 前項に定めるもののほか、同項第７号、第８号及 ２ 前項に定めるもののほか、同項第７号、第８号及

び第10号から第13号までに掲げる事項については、 び第10号から第13号までに掲げる事項については、

鳥取県総合事務所設置条例第２条に規定する鳥取県 東部県税事務所長に委任する。

東部総合事務所の総合事務所長に委任する。

３ 法第20条の４の規定によって知事が徴収の嘱託を ３ 法第20条の４の規定によって知事が徴収の嘱託を

受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収 受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収

に関しては、当該地方団体の徴収金を納付すべき者 に関しては、当該地方団体の徴収金を納付すべき者

の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は

その者の財産の所在地を所管する総合事務所長に委 その者の財産の所在地を管轄する県税事務所長に委

任する。 任する。

４ 知事は、前３項の規定によって委任した事項につ ４ 知事は、前３項の規定によって委任した事項につ

いて必要があると認める場合には、総合事務所長に いて必要があると認める場合には、県税事務所長に

指示することができる。 指示することができる。

５ 第１項から第３項までの規定による委任に関し必

要な事項は、規則で定める。

（課税地） （課税地）

第５条 次の表の左欄に掲げる税目に係る徴収金は、 第５条 次の表の左欄に掲げる税目に係る徴収金は、

それぞれ同表の右欄に掲げる課税地を所管する総合 それぞれ同表の右欄に掲げる課税地を管轄する県税

事務所において賦課徴収する。 事務所において賦課徴収する。

略 略

２ 略 ２ 略

（県税の減免） （県税の減免）

第８条 略 第８条 略

２ 知事は、前項の表の右欄及び第172条に掲げる場 ２ 知事は、前項の表の右欄に掲げる場合のほか、特

合のほか、特別の事情があるため必要があると認め 別の事情があるため必要があると認める場合には、

る場合には、県税を減免することができる。 県税を減免することができる。

３ 略 ３ 略

（公示送達） （公示送達）

第13条 法第20条の２の規定による公示送達は、課税 第13条 法第20条の２の規定による公示送達は、課税

地を所管する総合事務所（鳥取県総合事務所設置条 地を管轄する県税事務所の掲示場に規則で定める公

例第１条の規定により設置された総合事務所をい 示送達書を掲示して行うものとする。

う。次条において同じ。）の掲示場に規則で定める

公示送達書を掲示して行うものとする。



（納税管理人の申告等） （納税管理人の申告等）

第14条 法人等の県民税、事業税、不動産取得税、自 第14条 法人等の県民税、事業税、不動産取得税、自

動車税、鉱区税若しくは産業廃棄物処分場税の納税 動車税、鉱区税若しくは産業廃棄物処分場税の納税

義務者又はゴルフ場利用税若しくは産業廃棄物処分 義務者又はゴルフ場利用税若しくは産業廃棄物処分

場税の特別徴収義務者（以下この条及び次条におい 場税の特別徴収義務者（以下この条及び次条におい

て「納税義務者等」という。）は、県内に住所、居 て「納税義務者等」という。）は、県内に住所、居

所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合又は有 所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合又は有

しなくなった場合においては、納税又は納入に関す しなくなった場合においては、納税又は納入に関す

る一切の事項を処理させるため、課税地を所管する る一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する

総合事務所の管内（以下この項において「管内」と 県税事務所の管内（以下この項において「管内」と

いう。）に住所、居所、事務所若しくは事業所を有 いう。）に住所、居所、事務所若しくは事業所を有

する者のうちから納税管理人を定めてその必要が生 する者のうちから納税管理人を定めてその必要が生

じた日から10日以内に規則で定める申告書を知事に じた日から10日以内に規則で定める申告書を知事に

提出し、又は管内以外に住所、居所、事務所若しく 提出し、又は管内以外に住所、居所、事務所若しく

は事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便 は事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便

宜を有するものを納税管理人として定めることにつ 宜を有するものを納税管理人として定めることにつ

いてその必要が生じた日から10日以内に規則で定め いてその必要が生じた日から10日以内に規則で定め

る申請書を知事に提出してその承認を受けなければ る申請書を知事に提出してその承認を受けなければ

ならない。納税管理人を変更し、又は変更しようと ならない。納税管理人を変更し、又は変更しようと

する場合においても、また同様とする。 する場合においても、また同様とする。

２ 略 ２ 略

（申告書、届出書等の提出） （申告書、届出書等の提出）

第19条 法、施行令、総務省令又はこの条例の規定に 第19条 法、施行令、総務省令又はこの条例の規定に

より知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類 より知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類

の提出は、課税地を所管する総合事務所長を経由し の提出は、課税地を管轄する県税事務所長を経由し

てしなければならない。 てしなければならない。

（県民税の納税義務者等） （県民税の納税義務者等）

第21条 県民税は、次の表の左欄に掲げる者に対して、第21条 県民税は、次の表の左欄に掲げる者に対して、

それぞれ同表の右欄に定める額によって課する。 それぞれ同表の右欄に定める額によって課する。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(４の２) 法人課税信託（法人税 法人税割の額

法第２条第29号の２に規定する

法人課税信託をいう。以下この

節において同じ。）の引受けを

行うことにより法人税を課され

る個人で県内に事務所又は事業

所を有するもの

(５)～(７) 略 (５)～(７) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 法第25条第１項第２号に掲げる者で収益事業（法 ４ 法第25条第１項第２号に掲げる者で収益事業（法

第24条第９項の施行令で定める範囲の事業をいう。 第24条第９項の施行令で定める範囲の事業をいう。

以下この節において同じ。）を行うもの又は法人課 以下この節において同じ。）を行うものに対する県

税信託の引受けを行うものに対する県民税は、第１ 民税は、第１項の規定にかかわらず、県内に当該収



項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法 益事業を行う事務所又は事業所を有する者に課す

人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有 る。

する者に課する。

５ 法人税法第２条第６号の公益法人等（次に掲げる ５ 法人税法第２条第６号の公益法人等（次に掲げる

法人を含む。）のうち法第25条第１項第２号に掲げ 法人を含む。）のうち法第25条第１項第２号に掲げ

る者以外のもの及び次項の規定によって法人とみな る者以外のもの及び次項の規定によって法人とみな

されるものに対する法人税割（法人税法第74条第１ されるものに対する法人税割（法人税法第74条第１

項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税 項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税

割に限る。）は、第１項の規定にかかわらず、県内 割に限る。）は、第１項の規定にかかわらず、県内

に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務 に収益事業を行う事務所又は事業所を有する者に課

所又は事業所を有する者に課する。 する。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

６ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定 ６ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

めがあり、かつ、収益事業を行うもの（当該社団又 めがあり、かつ、収益事業を行うもの（当該社団又

は財団で収益事業を廃止したものを含む。）又は法 は財団で収益事業を廃止したものを含む。）は、法

人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、 人とみなして、この節中法人に関する規定をこれに

この節中法人に関する規定を適用する。 適用する。

７ 略 ７ 略

（個人の均等割の税率の特例） （個人の均等割の税率の特例）

第27条の２ 平成19年度分の個人の均等割に限り、前 第27条の２ 平成18年度分の個人の均等割に限り、前

年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平 年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平

成17年１月１日現在において年齢65歳以上であった 成17年１月１日現在において年齢65歳以上であった

者（法の施行地に住所を有しない者を除く。）に対 者（法の施行地に住所を有しない者を除く。）に対

して課する個人の均等割の税率は、前条の規定にか して課する個人の均等割の税率は、前条の規定にか

かわらず、600円とする。 かわらず、300円とする。

２ 平成19年度分の個人の均等割に限り、前年の合計

所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年１

月１日現在において年齢65歳以上であった者（法の

施行地に住所を有しない者を除く。）に対して課す

る個人の均等割の税率は、前条の規定にかかわらず、

600円とする。

（徴収取扱費の算定に関する報告等） （徴収取扱費の算定に関する報告）

第39条 市町村長は、毎年４月１日から７月31日まで 第39条 市町村長は、毎年４月１日から９月30日まで

（以下この条及び次条において「前期」という。） 及び10月１日から翌年３月31日までの期間に従い、

及び８月１日から翌年３月31日まで（以下この条及 法第47条第１項の規定によって徴収取扱費を算定

び次条において「後期」という。）の期間に従い、 し、それぞれ規則で定める報告書により、10月10日

法第47条第１項の規定によって徴収取扱費を算定 及び４月10日までに知事に報告しなければならな

し、それぞれ規則で定める報告書により、８月10日 い。

及び４月10日までに知事に報告しなければならな

い。この場合において、同項第１号の金額について

は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める金額を報告するものとする。

(１) 前期 法第47条第１項第１号の金額の100分



の60に相当する金額

(２) 後期 法第47条第１項第１号の金額から

(１)に係る金額を控除した金額

２ 知事は、市町村長から前項の規定による報告があ

ったときは、前期分は11月10日までに、後期分は５

月10日までに、当該市町村に対して徴収取扱費を交

付するものとする。

（徴収取扱費の報告に関する特例）

第39条の２ 平成19年度及び平成20年度において、市

町村長が法第47条第１項の徴収取扱費を算定し、知

事に報告する場合における同項第１号の金額につい

ては、前条第１項前段の規定にかかわらず、次の表

の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

定める金額を報告するものとする。

(１) 当該 当該年度における納税義務者の見込

年度のそ 数に1,000円を乗じて得られる金額

れぞれ前

年度の後

期に係る

報告

(２) 当該 当該年度における納税義務者数に

年度の前 3,000円を乗じて得られる金額の100

期に係る 分の60に相当する金額

報告

(３) 当該 当該年度における法第47条第１項第

年度の後 １号の金額から(１)及び(２)に係る

期に係る 金額の合算額を控除した金額

報告

（法人税割の税率） （法人税割の税率）

第40条 法人税割の税率は、次の表の法人税割の欄に 第40条 法人税割の税率は、次の表の法人税割の欄に

掲げる区分に応じ、それぞれ同表の税率の欄に定め 掲げる区分に応じ、それぞれ同表の税率の欄に定め

る率とする。 る率とする。

法人税割 税率 法人税割 税率

(１) 略 (１) 略

(２) 平成19年４月１日から平成24 ア及びイ (２) 平成19年４月１日から平成24 ア及びイ

年３月31日までの間（以下この表 略 年３月31日までの間（以下この表 略

において「特例期間」という。） において「特例期間」という。）

に終了する各事業年度分の法人税 に終了する各事業年度分及び各計

割並びに特例期間内における解散 算期間（第55条第１項の表(２)に

（合併による解散を除く。）によ 規定する計算期間をいう。）分の

る清算所得に対する法人税額に係 法人税割並びに特例期間内におけ

る法人税割（清算中の各事業年度 る解散（合併による解散を除く。）

に係る法人税額及び残余財産の一 による清算所得に対する法人税額



部分配により納付すべき法人税額 に係る法人税割（清算中の各事業

に係る法人税割を含む。以下この 年度に係る法人税額及び残余財産

表において「清算所得に係る法人 の一部分配により納付すべき法人

税割」という。） 税額に係る法人税割を含む。以下

この表において「清算所得に係る

法人税割」という。）

２～６ 略 ２～６ 略

（利子割に係る更正及び決定に関する通知） （利子割に係る更正及び決定に関する通知）

第52条 法第71条の11第４項の規定による更正又は決 第52条 法第71条の11第４項の規定による更正又は決

定の通知、法第71条の14第５項の規定による過少申 定の通知、法第71条の14第４項の規定による過少申

告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法 告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法

第71条の15第４項の規定による重加算金額の決定の 第71条の15第４項の規定による重加算金額の決定の

通知は、規則で定める通知書によって行う。 通知は、規則で定める通知書によって行う。

（利子割に係る不足金額等の納付手続） （利子割に係る不足金額等の納付手続）

第53条 前条の通知書を受理した特別徴収義務者は、 第53条 前条の通知書を受理した特別徴収義務者は、

不足金額（法第71条の12第１項に規定する不足金額 不足金額（法第71条の12第１項に規定する不足金額

をいう。）、過少申告加算金額（法第71条の14第１ をいう。）、過少申告加算金額（法第71条の14第１

項に規定する過少申告加算金額をいう。）、不申告 項に規定する過少申告加算金額をいう。）、不申告

加算金額（同条第２項に規定する不申告加算金額を 加算金額（同条第２項に規定する不申告加算金額を

いう。）又は重加算金額（法第71条の15第１項及び いう。）又は重加算金額（法第71条の15第１項に規

第２項に規定する重加算金額をいう。）があるとき 定する重加算金額をいう。）があるときは、それぞ

は、それぞれ納入書によってこれらを納入しなけれ れ納入書によってこれらを納入しなければならな

ばならない。 い。

２ 略 ２ 略

（配当割の税率の特例） （配当割の税率の特例）

第53条の４ 平成16年１月１日から平成21年３月31日 第53条の４ 平成16年１月１日から平成20年３月31日

までの間に支払を受けるべき特定配当等（租税特別 までの間に支払を受けるべき特定配当等（租税特別

措置法第４条の２第９項及び第４条の３第10項の規 措置法第４条の２第９項及び第４条の３第10項の規

定の適用を受けるものを除く。）の額に係る配当割 定の適用を受けるものを除く。）の額に係る配当割

の税率は、前条の規定にかかわらず、100分の３と の税率は、前条の規定にかかわらず、100分の３と

する。 する。

（配当割に係る更正及び決定に関する通知） （配当割に係る更正及び決定に関する通知）

第53条の８ 法第71条の32第４項の規定による更正又 第53条の８ 法第71条の32第４項の規定による更正又

は決定の通知、法第71条の35第６項の規定による過 は決定の通知、法第71条の35第５項の規定による過

少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第71条の36第４項の規定による重加算金額の決 び法第71条の36第４項の規定による重加算金額の決

定の通知は、規則で定める通知書によって行う。 定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

（配当割に係る不足金額等の納入手続） （配当割に係る不足金額等の納入手続）

第53条の９ 前条の通知書を受理した特別徴収義務者 第53条の９ 前条の通知書を受理した特別徴収義務者

は、不足金額（法第71条の33第１項に規定する不足 は、不足金額（法第71条の33第１項に規定する不足



金額をいう。）、過少申告加算金額（法第71条の35 金額をいう。）、過少申告加算金額（法第71条の35

第１項に規定する過少申告加算金額をいう。）、不 第１項に規定する過少申告加算金額をいう。）、不

申告加算金額（同条第３項に規定する不申告加算金 申告加算金額（同条第３項に規定する不申告加算金

額をいう。）又は重加算金額（法第71条の36第１項 額をいう。）又は重加算金額（法第71条の36第１項

及び第２項に規定する重加算金額をいう。）がある に規定する重加算金額をいう。）があるときは、そ

ときは、それぞれ納入書によってこれらを納入しな れぞれ納入書によってこれらを納入しなければなら

ければならない。 ない。

２ 略 ２ 略

（株式等譲渡所得割の税率の特例） （株式等譲渡所得割の税率の特例）

第53条の12 平成16年１月１日から平成20年12月31日 第53条の12 平成16年１月１日から平成19年12月31日

までの間に行われた特定口座内保管上場株式等の譲 までの間に行われた特定口座内保管上場株式等の譲

渡又は上場株式等の信用取引等に係る差金決済によ 渡又は上場株式等の信用取引等に係る差金決済によ

り生じた特定株式等譲渡所得金額に係る株式等譲渡 り生じた特定株式等譲渡所得金額に係る株式等譲渡

所得割の税率は、前条の規定にかかわらず、100分 所得割の税率は、前条の規定にかかわらず、100分

の３とする。 の３とする。

（株式等譲渡所得割の特別徴収義務者） （株式等譲渡所得割の特別徴収義務者）

第53条の14 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、 第53条の14 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、

選択口座が開設されている法第71条の51第１項に規 選択口座が開設されている法第71条の51第１項に規

定する金融商品取引業者等で当該選択口座に係る特 定する証券業者等で当該選択口座に係る特定口座内

定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択 保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座にお

口座において処理された上場株式等の信用取引等に いて処理された上場株式等の信用取引等に係る差金

係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受 決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき

けるべき日の属する年の１月１日現在において県内 日の属する年の１月１日現在において県内に住所を

に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当 有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決

該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする 済に係る差益に相当する金額の支払をするものとす

ものとする。 る。

（株式等譲渡所得割に係る更正及び決定に関する通知）（株式等譲渡所得割に係る更正及び決定に関する通知）

第53条の16 法第71条の52第４項の規定による更正又 第53条の16 法第71条の52第４項の規定による更正又

は決定の通知、法第71条の55第６項の規定による過 は決定の通知、法第71条の55第５項の規定による過

少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第71条の56第４項の規定による重加算金額の決 び法第71条の56第４項の規定による重加算金額の決

定の通知は、規則で定める通知書によって行う。 定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

（株式等譲渡所得割に係る不足金額等の納入手続） （株式等譲渡所得割に係る不足金額等の納入手続）

第53条の17 前条の通知書を受理した特別徴収義務者 第53条の17 前条の通知書を受理した特別徴収義務者

は、不足金額（法第71条の53第１項に規定する不足 は、不足金額（法第71条の53第１項に規定する不足

金額をいう。）、過少申告加算金額（法第71条の55 金額をいう。）、過少申告加算金額（法第71条の55

第１項に規定する過少申告加算金額をいう。）、不 第１項に規定する過少申告加算金額をいう。）、不

申告加算金額（同条第３項に規定する不申告加算金 申告加算金額（同条第３項に規定する不申告加算金

額をいう。）又は重加算金額（法第71条の56第１項 額をいう。）又は重加算金額（法第71条の56第１項

及び第２項に規定する重加算金額をいう。）がある に規定する重加算金額をいう。）があるときは、そ

ときは、それぞれ納入書によってこれらを納入しな れぞれ納入書によってこれらを納入しなければなら



ければならない。 ない。

２ 略 ２ 略

（個人の均等割の税率の特例） （個人の均等割の税率の特例）

第53条の19 平成19年度分の個人の均等割の税率は、 第53条の19 平成17年度分の個人の均等割の税率は、

第27条及び第27条の２の規定にかかわらず、第27条 第27条及び第27条の２第１項の規定にかかわらず、

及び第27条の２に定める額に、それぞれ300円を加 第27条に規定する個人の均等割の税率にあっては同

算した額とする。 条に定める額に、第27条の２第１項に規定する個人

の均等割の税率にあっては同項に定める額に、それ

ぞれ300円を加算した額とする。

２ 平成18年度分の個人の均等割の税率は、第27条及

び第27条の２第２項の規定にかかわらず、第27条に

規定する個人の均等割の税率にあっては同条に定め

る額に、第27条の２第２項に規定する個人の均等割

の税率にあっては同項に定める額に、それぞれ300

円を加算した額とする。

３ 平成19年度分の個人の均等割の税率は、第27条及

び第27条の２第３項の規定にかかわらず、第27条に

規定する個人の均等割の税率にあっては同条に定め

る額に、第27条の２第３項に規定する個人の均等割

の税率にあっては同項に定める額に、それぞれ300

円を加算した額とする。

（用語） （用語）

第53条の22 この節において、次の各号に掲げる用語 第53条の22 この節において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 特定信託所得割 法第72条第４号に規定する

特定信託所得割をいう。

(４) 収入割 法第72条第４号に規定する収入割を (５) 収入割 法第72条第５号に規定する収入割を

いう。 いう。

（事業税の納税義務者等） （事業税の納税義務者等）

第54条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行 第54条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行

う事業に対し、次の表の事業の欄に掲げる事業の区 う事業に対し、次の表の事業の欄に掲げる事業の区

分に応じ、それぞれ同表の額の欄に定める額によっ 分に応じ、それぞれ同表の額の欄に定める額によっ

て、その事業を行う法人に課する。 て、その事業を行う法人に課する。

事業 額 事業 額

(１) (２)に ア 略 (１) (２)及 ア 略

掲げる事業 イ 法第72条の４第１項各号 略 び(３)に掲 イ 法第72条の４第１項各号 略

以外の事業 に掲げる法人、法第72条の げる事業以 に掲げる法人、法第72条の

５第１項各号に掲げる法 外の事業 ５第１項各号に掲げる法

人、特別法人（法第72条の 人、特別法人（法第72条の

24の７第５項に規定する特 24の７第６項に規定する特

別法人をいう。以下この節 別法人をいう。以下この節



において同じ。）、法第72 において同じ。）、法第72

条の２第４項に規定する人 条の２第４項に規定する人

格のない社団等、同条第５ 格のない社団等、同条第１

項に規定するみなし課税法 項第１号ロに規定する投資

人、同条第１項第１号ロに 法人及び同号ロに規定する

規定する投資法人及び同号 特定目的会社並びにこれら

ロに規定する特定目的会社 の法人以外の法人で資本金

並びにこれらの法人以外の の額若しくは出資金の額が

法人で資本金の額若しくは １億円以下のもの又は資本

出資金の額が１億円以下の 若しくは出資を有しないも

もの又は資本若しくは出資 の（次条第１項の表におい

を有しないもの（次条第１ て「外形標準課税対象外法

項の表において「外形標準 人」という。）

課税対象外法人」という。）

(２) 特定信 特定信託所得割額

託（法第72

条第３号に

規定する特

定信託をい

う。以下こ

の節におい

て同じ。）

の受託者で

ある法人の

行う信託業

（特定信託

に係るもの

に限る。）

(２) 略 (３) 略

２ 保険業法等の一部を改正する法律（平成17年法律 ２ 保険業法等の一部を改正する法律（平成17年法律

第38号）附則第２条に規定する特定保険業について 第38号）附則第２条に規定する特定保険業について

の前項の規定の適用については、当分の間、当該特 の前項の規定の適用については、当分の間、当該特

定保険業は、同項の表(２)の規定にかかわらず、同 定保険業は、同項の表(３)の規定にかかわらず、同

表(１)に掲げる事業とみなす。 表(１)に掲げる事業とみなす。

３ 略 ３ 略

４ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定 ４ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

めがあり、かつ、収益事業（法第72条の２第11項の めがあり、かつ、収益事業（法第72条の２第10項の

施行令に規定する事業をいう。）又は法人課税信託 施行令に規定する事業をいう。）を行うもの（当該

（法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信 社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。）

託をいう。以下この節において同じ。）の引受けを は、法人とみなして、法人の事業税に関する規定を

行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止した これに適用する。

ものを含む。）は、法人とみなして、法人の事業税

に関する規定を適用する。

５ 法人課税信託の引受けを行う個人には、第３項の

規定により個人の行う事業に対する事業税を課する



ほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事

業税を課する。

（法人の事業税の課税標準） （法人の事業税の課税標準）

第55条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準 第55条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準

は、次の表の事業の欄に掲げる事業の区分に応じ、 は、次の表の事業の欄に掲げる事業の区分に応じ、

それぞれ同表の課税標準の欄に定めるものによる。 それぞれ同表の課税標準の欄に定めるものによる。

事業 課税標準 事業 課税標準

(１) (２)に掲げ 略 (１) (２)及び 略

る事業以外の事 (３)に掲げる事

業 業以外の事業

(２) 特定信託の 特定信託所得割 各特定信託の

受託者である法 各計算期間

人の行う信託業 （法第72条の

（特定信託に係 13第26項から

るものに限る。） 第31項までの

規定により求

められる同条

第１項に規定

する計算期間

をいう。以下

この節におい

て同じ。）の

所得

(２) 略 (３) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 第１項の表の課税標準の欄に定める各事業年度の ４ 第１項の表の課税標準の欄に定める各事業年度の

所得及び清算所得は、法第72条の23の規定により算 所得及び清算所得並びに各特定信託の各計算期間の

定される金額による。 所得は、法第72条の23の規定により算定される金額

による。

５ 略 ５ 略

（法人の事業税の税率） （法人の事業税の税率）

第58条 略 第58条 略

２ 次項から第５項までに掲げる法人以外の法人の事 ２ 次項から第５項までに掲げる法人以外の法人の事

業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ごとに、 業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ごとに、

同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞ 同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞ

れ同表の金額の欄に掲げる金額に同表の税率の欄に れ同表の金額の欄に掲げる金額に同表の税率の欄に

定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。 定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。

事業 法人 金額 税率 事業 法人 金額 税率

(１) (２)に掲 外形標準 略 (１) (２)及び 外形標準 略

げる事業以外 課税対象 (３)に掲げる 課税対象

の事業 法人（受 事業以外の事 法人

託 法 人 業



（法第72

条の２の

２第３項

に規定す

る受託法

人 を い

う。以下

この条に

おいて同

じ。）を

除く。次

項におい

て同じ。）

略 略

(２) 特定信託 特別法人 各特定信託の各 100

の受託者であ 計算期間の所得 分の

る法人の行う のうち年400万 ５

信託業（特定 円以下の金額

信託に係るも 各特定信託の各 100

のに限る。） 計算期間の所得 分の

のうち年400万 6.6

円を超える金額

その他の 各特定信託の各 100

法人 計算期間の所得 分の

のうち年400万 ５

円以下の金額

各特定信託の各 100

計算期間の所得 分の

のうち年400万 7.3

円を超え年800

万円以下の金額

各特定信託の各 100

計算期間の所得 分の

のうち年800万 9.6

円を超える金額

(２) 略 (３) 略

３ 他の２以上の都道府県においても事務所又は事業 ３ 他の２以上の都道府県においても事務所又は事業

所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金 所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金

の額が1,000万円以上のもの及び受託法人であるも の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する法

のが行う事業に対する法人の事業税の額は、前項の 人の事業税の額は、前項の表(１)又は(２)の規定に

表(１)の規定にかかわらず、次の表の法人の欄に掲 かかわらず、次の表の法人の欄に掲げる法人の区分

げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に に応じ、それぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に同

掲げる金額に同表の税率の欄に定める税率を乗じて 表の税率の欄に定める税率を乗じて得た金額の合計

得た金額（外形標準課税対象法人にあっては、合計 額とする。

額）とする。



法人 金額 税率 法人 金額 税率

外形標 略 外形標 略

準課税 各事業年度の所得及び清算 100分の7.2 準課税 各事業年度の所得及び清算 100分の7.2

対象法 所得 対象法 所得

人 人 各特定信託の各計算期間の 100分の9.6

所得

特別法 各事業年度の所得及び清算 100分の6.6 特別法 各事業年度の所得及び清算 100分の6.6

人 所得 人 所得

各特定信託の各計算期間の 100分の6.6

所得

その他 各事業年度の所得及び清算 100分の9.6 その他 各事業年度の所得及び清算 100分の9.6

の法人 所得 の法人 所得

各特定信託の各計算期間の 100分の9.6

所得

４ 租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する法 ４ 租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する法

人の同項に規定する各事業年度に係る法人の事業税 人の同項に規定する各事業年度に係る法人の事業税

の額は、第２項の規定にかかわらず、次の表の事業 の額は、第２項の規定にかかわらず、次の表の事業

の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の金 の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の金

額の欄に掲げる金額に同表の税率の欄に定める税率 額の欄に掲げる金額に同表の税率の欄に定める税率

を乗じて得た金額の合計額とする。 を乗じて得た金額の合計額とする。

事業 金額 税率 事業 金額 税率

(１) (２) 略 (１) (２) 略

に掲げる 及び(３)

事業以外 に掲げる

の事業 事業以外

の事業

(２) 特定 各特定信託の各計算期 100分の５

信託の受 間の所得のうち年400万

託者であ 円以下の金額

る法人の 各特定信託の各計算期 100分の6.6

行う信託 間の所得のうち年400万

業（特定 円を超える金額

信託に係

るものに

限る。）

(２) 略 (３) 略

５ 他の２以上の都道府県においても事務所又は事業 ５ 他の２以上の都道府県においても事務所又は事業

所を設けて事業を行う租税特別措置法第68条第１項 所を設けて事業を行う租税特別措置法第68条第１項

の規定に該当する法人で資本金の額又は出資金の額 の規定に該当する法人で資本金の額又は出資金の額

が1,000万円以上のもの及び受託法人であるものが が1,000万円以上のものが行う事業に対する同項に

行う事業に対する同項に規定する各事業年度に係る 規定する各事業年度に係る法人の事業税の額は、第

法人の事業税の額は、第３項及び前項の表(１)の規 ３項及び前項の表(１)又は(２)の規定にかかわら

定にかかわらず、次の表の金額の欄に掲げる金額に、 ず、次の表の金額の欄に掲げる金額に、それぞれ同

それぞれ同表の税率の欄に定める税率を乗じて得た 表の税率の欄に定める税率を乗じて得た金額の合計

金額の合計額とする。 額とする。



金額 税率 金額 税率

略 略

各事業年度の所得のうち年10億円を 100分の7.9 各事業年度の所得のうち年10億円を 100分の7.9

超える金額 超える金額

各特定信託の各計算期間の所得 100分の6.6

（法人の事業税の申告納付） （法人の事業税の申告納付）

第60条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年度 第60条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年度

の付加価値額、資本金等の額、所得及び清算所得又 の付加価値額、資本金等の額、所得及び清算所得若

は収入金額につき次の表の法人の欄に掲げる区分に しくは収入金額又は各特定信託の各計算期間の所得

応じ、それぞれ同表の期間の欄に定める期間内に法 につき次の表の法人の欄に掲げる区分に応じ、それ

第72条の25第11項の総務省令で定める様式による申 ぞれ同表の期間の欄に定める期間内に法第72条の25

告書を知事に提出し、及びその税額を納付書によっ 第12項の総務省令で定める様式による申告書を知事

て納付しなければならない。 に提出し、及びその税額を納付書によって納付しな

ければならない。

法人 期間 法人 期間

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 法第72条の26第 当該法人の当該事業年度の (５) 法第72条の26第 当該法人の当該事業年度又

１項の規定の適用を 開始の日から６月を経過し １項の規定の適用を は計算期間の開始の日から

受ける法人 た日から２月以内の期間 受ける法人 ６月を経過した日から２月

以内の期間

(６)～(８) 略 (６)～(８) 略

（法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付） （法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付）

第61条 略 第61条 略

２ 略 ２ 略

３ 前条又は第１項の規定によって申告書を提出した ３ 前条又は第１項の規定によって申告書を提出した

法人（収入割のみを申告納付すべきものを除く。） 法人（収入割のみを申告納付すべきものを除く。）

は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税 は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税

の計算の基礎となった事業年度（清算所得について の計算の基礎となった事業年度（清算所得について

は、その算定の期間）に係る法人税の課税標準につ は、その算定の期間）又は計算期間に係る法人税の

いて税務官署の更正又は決定を受けたとき（当該法 課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた

人が、当該事業年度において法人税法第２条第16号 とき（当該法人が、当該事業年度において法人税法

に規定する連結申告法人（同条第12号の７の３に規 第２条第16号に規定する連結申告法人（同条第12号

定する連結子法人に限る。）である場合にあっては、 の７の３に規定する連結子法人に限る。）である場

当該事業年度終了の日の属する連結事業年度におい 合にあっては、当該事業年度終了の日の属する連結

て当該法人との間に同条第12号の７の５に規定する 事業年度において当該法人との間に同条第12号の７

連結完全支配関係（第62条第４項において「連結完 の５に規定する連結完全支配関係（次条第４項にお

全支配関係」という。）がある同法第２条第12号の いて「連結完全支配関係」という。）がある同法第

７の２に規定する連結親法人（第62条第４項におい ２条第12号の７の２に規定する連結親法人（次条第

て「連結親法人」という。）が当該連結事業年度に ４項において「連結親法人」という。）が当該連結

係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は 事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署

決定を受けたとき）は、当該税務官署が当該更正又 の更正又は決定を受けたとき）は、当該税務官署が

は決定の通知をした日から１月以内に、当該更正又 当該更正又は決定の通知をした日から１月以内に、

は決定に係る課税標準を基礎として、法第72条の33 当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、法



第３項の総務省令で定める様式による修正申告書を 第72条の33第３項の総務省令で定める様式による修

提出するとともに、その修正により増加した税額が 正申告書を提出するとともに、その修正により増加

あるときはこれを納付しなければならない。 した税額があるときはこれを納付しなければならな

い。

（法人の事業税に係る更正及び決定に関する通知） （法人の事業税に係る更正及び決定に関する通知）

第63条 法第72条の42の規定による更正又は決定の通 第63条 法第72条の42の規定による更正又は決定の通

知、法第72条の46第５項の規定による過少申告加算 知、法第72条の46第４項の規定による過少申告加算

金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第72条 金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第72条

の47第４項の規定による重加算金額の決定の通知 の47第４項の規定による重加算金額の決定の通知

は、規則で定める通知書によって行う。 は、規則で定める通知書によって行う。

（法人の事業税に係る不足税額の納付手続） （法人の事業税に係る不足税額の納付手続）

第64条 前条の通知書を受理した法人は、不足税額（法 第64条 前条の通知書を受理した法人は、不足税額（法

第72条の44第１項に規定する不足税額をいう。）、 第72条の44第１項に規定する不足税額をいう。）、

過少申告加算金額（法第72条の46第１項に規定する 過少申告加算金額（法第72条の46第１項に規定する

過少申告加算金額をいう。）、不申告加算金額（同 過少申告加算金額をいう。）、不申告加算金額（同

条第２項に規定する不申告加算金額をいう。）又は 条第２項に規定する不申告加算金額をいう。）又は

重加算金額（法第72条の47第１項及び第２項に規定 重加算金額（法第72条の47第１項に規定する重加算

する重加算金額をいう。）があるときは、それぞれ 金額をいう。）があるときは、それぞれ納付書によ

納付書によってこれらを納付しなければならない。 ってこれらを納付しなければならない。

２ 略 ２ 略

（個人の区分経理の義務） （個人の区分経理の義務）

第64条の３ 法第72条の２第10項第１号から第５号ま 第64条の３ 法第72条の２第９項第１号から第５号ま

でに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があ でに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があ

るものは、当該個人の事業から生ずる所得について、 るものは、当該個人の事業から生ずる所得について、

法第72条の49の８第１項ただし書の規定によって当 法第72条の49の８第１項ただし書の規定によって当

該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総 該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総

収入金額及び必要な経費に算入されないものとされ 収入金額及び必要な経費に算入されないものとされ

る部分をその他の部分と区分して経理しなければな る部分をその他の部分と区分して経理しなければな

らない。 らない。

（個人の事業税の税率） （個人の事業税の税率）

第64条の４ 個人の行う事業に対する事業税の額は、 第64条の４ 個人の行う事業に対する事業税の額は、

次の表の区分の欄に掲げる者の区分に応じ、所得に 次の表の区分の欄に掲げる者の区分に応じ、所得に

それぞれ同表の税率の欄に定める率を乗じて得た金 それぞれ同表の税率の欄に定める率を乗じて得た金

額とする。 額とする。

区分 税率 区分 税率

(１) 法第72条の２第８項に規定 略 (１) 法第72条の２第７項に規定 略

する第一種事業を行う個人 する第一種事業を行う個人

(２) 法第72条の２第９項に規定 略 (２) 法第72条の２第８項に規定 略

する第二種事業を行う個人 する第二種事業を行う個人

(３) 法第72条の２第10項に規定 略 (３) 法第72条の２第９項に規定 略



する第三種事業（(４)に掲げる する第三種事業（(４)に掲げる

ものを除く。）を行う個人 ものを除く。）を行う個人

(４) 法第72条の２第10項に規定 略 (４) 法第72条の２第９項に規定 略

する第三種事業のうち同項第５ する第三種事業のうち同項第４

号又は第７号に掲げる事業を行 号、第５号又は第７号に掲げる

う個人 事業を行う個人

（地方消費税の納税義務者等） （地方消費税の納税義務者等）

第70条 地方消費税は、法第72条の78第２項各号に掲 第70条 地方消費税は、法第72条の78第２項各号に掲

げる事業者のうち、それぞれ当該各号に定める場所 げる事業者のうち、それぞれ当該各号に定める場所

が県内に所在するもの（以下この条において「事業 が県内に所在するもの（以下この条において「事業

者」という。）の行った消費税法（昭和63年法律第 者」という。）の行った消費税法（昭和63年法律第

108号）第２条第１項第９号に規定する課税資産の 108号）第２条第１項第９号に規定する課税資産の

譲渡等（以下「課税資産の譲渡等」という。）につ 譲渡等（以下「課税資産の譲渡等」という。）につ

いては当該事業者（同法第９条第１項本文の規定に いては当該事業者（同法第９条第１項本文の規定に

より消費税を納める義務が免除される事業者（同法 より消費税を納める義務が免除される事業者を除

第15条第１項に規定する法人課税信託の受託者にあ く。）に対し譲渡割によって、同法第２条第１項第

っては、同条第３項に規定する受託事業者及び同条 11号に規定する課税貨物については当該課税貨物を

第４項に規定する固有事業者に係る消費税を納める 同項第２号に規定する保税地域（県内に所在する保

義務がすべて免除される事業者に限る。）を除く。） 税地域に限る。）から引き取る者に対し貨物割によ

に対し譲渡割によって、同法第２条第１項第11号に って課する。

規定する課税貨物については当該課税貨物を同項第

２号に規定する保税地域（県内に所在する保税地域

に限る。）から引き取る者に対し貨物割によって課

する。

２ 略 ２ 略

（たばこ税の税率） （たばこ税の税率）

第117条 たばこ税の税率は、1,000本につき1,074円 第117条 たばこ税の税率は、1,000本につき898円と

とする。 する。

（たばこ税の税率の特例） （たばこ税の税率の特例）

第118条 たばこ事業法（昭和59年法律第68号）附則 第118条 平成18年７月１日以後に第115条第１項の売

第２条の規定による廃止前の製造たばこ定価法（昭 渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項

和40年法律第122号）第１条第１項に規定する紙巻 において「売渡し等」という。）が行われた製造た

たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一で ばこに係るたばこ税の税率は、前条の規定にかかわ

ある喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、 らず、当分の間、1,000本につき1,074円とする。

前条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につ

き511円とする。

２ 平成18年７月１日以後に売渡し等が行われたたば

こ事業法（昭和59年法律第68号）附則第２条の規定

による廃止前の製造たばこ定価法（昭和40年法律第

122号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ三級品

の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の

紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、前条及び前項



の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき511

円とする。

（たばこ税に係る更正、決定等に関する通知） （たばこ税に係る更正、決定等に関する通知）

第123条 法第74条の20第４項の規定による更正又は 第123条 法第74条の20第４項の規定による更正又は

決定の通知、法第74条の23第５項の規定による過少 決定の通知、法第74条の23第４項の規定による過少

申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び 申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び

法第74条の24第４項の規定による重加算金額の決定 法第74条の24第４項の規定による重加算金額の決定

の通知は、規則で定める通知書によって行う。 の通知は、規則で定める通知書によって行う。

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続）

第124条 前条の通知書を受理した申告納税者は、不 第124条 前条の通知書を受理した申告納税者は、不

足税額（法第74条の21第１項に規定する不足税額を 足税額（法第74条の21第１項に規定する不足税額を

いう。）、過少申告加算金額（法第74条の23第１項 いう。）、過少申告加算金額（法第74条の23第１項

に規定する過少申告加算金額をいう。）、不申告加 に規定する過少申告加算金額をいう。）、不申告加

算金額（同条第２項に規定する不申告加算金額をい 算金額（同条第２項に規定する不申告加算金額をい

う。）又は重加算金額（法第74条の24第１項及び第 う。）又は重加算金額（法第74条の24第１項に規定

２項に規定する重加算金額をいう。）があるときは、 する重加算金額をいう。）があるときは、それぞれ

それぞれ納付書によってこれらを納付しなければな 納付書によってこれらを納付しなければならない。

らない。

２ 略 ２ 略

（ゴルフ場利用税に係る更正及び決定に関する通知） （ゴルフ場利用税に係る更正及び決定に関する通知）

第133条 法第87条第４項の規定による更正又は決定 第133条 法第87条第４項の規定による更正又は決定

の通知、法第90条第５項の規定による過少申告加算 の通知、法第90条第４項の規定による過少申告加算

金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第91条 金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第91条

第４項の規定による重加算金額の決定の通知は、規 第４項の規定による重加算金額の決定の通知は、規

則で定める通知書によって行う。 則で定める通知書によって行う。

（ゴルフ場利用税に係る不足金額等の納付手続） （ゴルフ場利用税に係る不足金額等の納付手続）

第134条 前条の通知書を受理した特別徴収義務者は、第134条 前条の通知書を受理した特別徴収義務者は、

不足金額（法第88条第１項に規定する不足金額をい 不足金額（法第88条第１項に規定する不足金額をい

う。）、過少申告加算金額（法第90条第１項に規定 う。）、過少申告加算金額（法第90条第１項に規定

する過少申告加算金額をいう。）、不申告加算金額 する過少申告加算金額をいう。）、不申告加算金額

（同条第２項に規定する不申告加算金額をいう。） （同条第２項に規定する不申告加算金額をいう。）

又は重加算金額（法第91条第１項及び第２項に規定 又は重加算金額（法第91条第１項に規定する重加算

する重加算金額をいう。）があるときは、それぞれ 金額をいう。）があるときは、それぞれ納入書によ

納入書によってこれらを納入しなければならない。 ってこれらを納入しなければならない。

２ 略 ２ 略

（自動車取得税に係る更正、決定等に関する通知） （自動車取得税に係る更正、決定等に関する通知）

第184条 法第699条の18第４項の規定による更正又は 第184条 法第699条の18第４項の規定による更正又は

決定の通知、法第699条の21第５項の規定による過 決定の通知、法第699条の21第４項の規定による過

少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第699条の22第４項の規定による重加算金額の び法第699条の22第４項の規定による重加算金額の



決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。 決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

（自動車取得税に係る不足税額等の納付手続） （自動車取得税に係る不足税額等の納付手続）

第185条 前条の通知書を受理した申告納付すべき納 第185条 前条の通知書を受理した申告納付すべき納

税者は、不足税額（法第699条の19第１項に規定す 税者は、不足税額（法第699条の19第１項に規定す

る不足税額をいう。）、過少申告加算金額（法第699 る不足税額をいう。）、過少申告加算金額（法第699

条の21第１項に規定する過少申告加算金額をい 条の21第１項に規定する過少申告加算金額をい

う。）、不申告加算金額（同条第２項に規定する不 う。）、不申告加算金額（同条第２項に規定する不

申告加算金額をいう。）又は重加算金額（法第699 申告加算金額をいう。）又は重加算金額（法第699

条の22第１項及び第２項に規定する重加算金額をい 条の22第１項に規定する重加算金額をいう。）があ

う。）があるときは、それぞれ納付書によってこれ るときは、それぞれ納付書によってこれらを納付し

らを納付しなければならない。 なければならない。

２ 略 ２ 略

（軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知） （軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知）

第205条 法第700条の30第４項の規定による更正又は 第205条 法第700条の30第４項の規定による更正又は

決定の通知、法第700条の33第５項の規定による過 決定の通知、法第700条の33第４項の規定による過

少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第700条の34第４項の規定による重加算金額の び法第700条の34第４項の規定による重加算金額の

決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。 決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

（軽油引取税に係る不足金額等の納付手続） （軽油引取税に係る不足金額等の納付手続）

第206条 前条の通知書を受理した特別徴収義務者又 第206条 前条の通知書を受理した特別徴収義務者又

は申告納付すべき納税者は、不足金額（法第700条 は申告納付すべき納税者は、不足金額（法第700条

の31第１項に規定する不足金額をいう。）、過少申 の31第１項に規定する不足金額をいう。）、過少申

告加算金額（法第700条の33第１項に規定する過少 告加算金額（法第700条の33第１項に規定する過少

申告加算金額をいう。）、不申告加算金額（同条第 申告加算金額をいう。）、不申告加算金額（同条第

２項に規定する不申告加算金額をいう。）又は重加 ２項に規定する不申告加算金額をいう。）又は重加

算金額（法第700条の34第１項及び第２項に規定す 算金額（法第700条の34第１項に規定する重加算金

る重加算金額をいう。）があるときは、それぞれ納 額をいう。）があるときは、それぞれ納入書又は納

入書又は納付書によってこれらを納入し、又は納付 付書によってこれらを納入し、又は納付しなければ

しなければならない。 ならない。

２ 略 ２ 略

（狩猟税の税率） （狩猟税の税率）

第208条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対 第208条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対

し、それぞれ当該各号に定める額とする。 し、それぞれ当該各号に定める額とする。

(１) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける (１) 網・わな猟免許又は第一種銃猟免許に係る狩

者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外の

もの 16,500円

(２) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける (２) 網・わな猟免許又は第一種銃猟免許に係る狩

者で、当該年度の県民税の所得割額を納付するこ 猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所

とを要しないもののうち、法第23条第１項第７号 得割額を納付することを要しないもののうち、法

に規定する控除対象配偶者又は同項第８号に規定 第23条第１項第７号に規定する控除対象配偶者又

する扶養親族に該当する者（農業、水産業又は林 は同項第８号に規定する扶養親族に該当する者



業に従事している者を除く。）以外の者 11,000 （農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）

円 以外の者 11,000円

(３) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録

を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの

8,200円

(４) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録

を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納

付することを要しないもののうち、法第23条第１

項第７号に規定する控除対象配偶者又は同項第８

号に規定する扶養親族に該当する者（農業、水産

業又は林業に従事している者を除く。）以外の者

5,500円

(５) 略 (３) 略

２ 略 ２ 略

（産業廃棄物処分場税に係る更正及び決定に関する通 （産業廃棄物処分場税に係る更正及び決定に関する通

知） 知）

第228条 法第733条の16第４項の規定による更正又は 第228条 法第733条の16第４項の規定による更正又は

決定の通知、法第733条の18第６項の規定による過 決定の通知、法第733条の18第５項の規定による過

少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及 少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第733条の19第４項の規定による重加算金額の び法第733条の19第４項の規定による重加算金額の

決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。 決定の通知は、規則で定める通知書によって行う。

（産業廃棄物処分場税に係る不足金額等の納入等の手 （産業廃棄物処分場税に係る不足金額等の納入等の手

続） 続）

第229条 前条の通知書を受理した産業廃棄物処分場 第229条 前条の通知書を受理した産業廃棄物処分場

税の納税義務者又は特別徴収義務者（次条において 税の納税義務者又は特別徴収義務者（次条において

「納税義務者等」という。）は、不足金額（法第 「納税義務者等」という。）は、不足金額（法第

733条の17第１項に規定する不足金額をいう。次条 733条の17第１項に規定する不足金額をいう。次条

において同じ。）、過少申告加算金額（法第733条の において同じ。）、過少申告加算金額（法第733条の

18第１項に規定する過少申告加算金額をいう。）、 18第１項に規定する過少申告加算金額をいう。）、

不申告加算金額（同条第３項に規定する不申告加算 不申告加算金額（同条第３項に規定する不申告加算

金額をいう。）又は重加算金額（法第733条の19第 金額をいう。）又は重加算金額（法第733条の19第

１項及び第２項に規定する重加算金額をいう。）が １項又は第２項に規定する重加算金額をいう。）が

あるときは、それぞれ納入書又は納付書によってこ あるときは、それぞれ納入書又は納付書によってこ

れらを納入し、又は納付しなければならない。 れらを納入し、又は納付しなければならない。

２ 略 ２ 略

第２条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この条において「移動条項

等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この

条において「移動後条項等」という。）が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動

条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動条項等（以下この条において「削除条項等」

という。）を削り、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後条項等（以下この



条において「追加条項等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除条項等を除く。以下この条において「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加条項等を除く。以下こ

の条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在

しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（県税の減免） （県税の減免）

第８条 略 第８条 略

２ 知事は、前項の表の右欄並びに第137条の２及び ２ 知事は、前項の表の右欄及び第172条に掲げる場

第172条に掲げる場合のほか、特別の事情があるた 合のほか、特別の事情があるため必要があると認め

め必要があると認める場合には、県税を減免するこ る場合には、県税を減免することができる。

とができる。

３ 略 ３ 略

（自動車税の課税免除） （自動車税の課税免除）

第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対 第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対

しては、自動車税（第４号から第８号まで及び第11 しては、自動車税（第９号に規定する自動車にあっ

号に規定する自動車にあっては、平成20年度から平 ては、平成13年度以後の年度分の自動車税に限る。）

成22年度までのうち該当する年度分の自動車税に限 を課さない。ただし、第４号から第14号までに規定

る。）を課さない。ただし、第４号から第11号まで する自動車にあっては、知事の承認を受けたものに

に規定する自動車にあっては、知事の承認を受けた 限る。

ものに限る。

(１) 道路運送車両法第４条の規定による登録を受 (１) 商品であって使用しない自動車

けていない自動車

(２) 地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が所 (２) 地方公共団体及び日本赤十字社以外の者が消

有する自動車で消防業務又は救急業務のために専 防業務又は救急業務のために専用する自動車

用するもの

(３) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字 (３) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十字

社以外の者が開設する病院又は診療所が所有する 社以外の者が開設する病院又は診療所がへき地巡

自動車でへき地巡回診療のために専用するもの 回診療のために専用する自動車

(４) 私立学校法（昭和24年法律第270号）第２条

第３項に規定する私立学校又は学校教育法（昭和

22年法律第26号）第83条第１項に規定する各種学

校において専ら生徒の教育練習の用に供する自動

車

(５) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精

神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条にお

いて「身体障害者等」という。)又は身体障害者

等と生計を一にする者が所有する自動車で次に掲

げるもの（１台に限る。）

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該身

体障害者等が所有するものに限る。）



イ 当該身体障害者等のためにその者と生計を一

にする者が運転する自動車

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。）のためにその者

を常時介護する者が運転する自動車

(４) 略 (６) 略

(５) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第 (７) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第

２項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福 ２項に規定する第一種社会福祉事業を営む社会福

祉法人が所有する自動車で専ら入所者の通園若し 祉法人が専ら入所者の通園若しくは通学又は入所

くは通学又は入所者の医療機関への通院の用に供 者の医療機関への通院の用に供する自動車

するもの

(６) 障害者自立支援法（平成17年法律第123号） (８) 障害者自立支援法（平成17年法律第123号）

第５条第１項に規定する障害福祉サービス（同条 第５条第１項に規定する障害福祉サービス（同条

第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定す 第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定す

る就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継 る就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継

続支援に限る。）を行う法人又は同法第77条第１ 続支援に限る。以下「特定障害福祉サービス」と

項第４号に規定する事業において同法第５条第21 いう。）又は同法第77条第１項第４号に規定する

項に規定する地域活動支援センターを経営する法 事業（同法第５条第21項に規定する地域活動支援

人が所有する自動車で専ら原材料の搬入又は成果 センターに係る事業に限る。以下「特定地域生活

品の搬出の用に供するもの 支援事業」という。）において専ら原材料の搬入

又は成果品の搬出の用に供する自動車

(７) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定 (９) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定

非営利活動法人が所有する自動車で専らその事業 非営利活動法人が専らその事業の用に供する自動

の用に供するもの（通所者又は入所者の送迎の用 車（通所者又は入所者の送迎の用に供するものに

に供するものに限る。） 限る。）

ア～カ 略 ア～カ 略

(８) 鳥取県小規模作業所運営事業助成条例（平成 (10) 鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例（平

12年鳥取県条例第11号）第２条第２項に規定する 成12年鳥取県条例第11号）第２条第２項に規定す

小規模作業所を営む個人又は法人が所有する自動 る小規模作業所において専ら原材料の搬入又は成

車で当該小規模作業所において専ら原材料の搬入 果品の搬出の用に供する自動車

又は成果品の搬出の用に供するもの

(９) 社団法人全国保健センター連合会が所有し、 (11) 母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条

母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条第２ 第２項に規定する母子健康センターが専ら母性並

項に規定する母子健康センターが使用する自動車 びに乳児及び幼児の保健指導の用に供する自動車

で専ら母性並びに乳児及び幼児の保健指導の用に

供するもの

(12) 財団法人鳥取県保健事業団及び財団法人中国

労働衛生協会が専ら検診及び巡回診療の用に供す

る自動車（レントゲンその他の検診及び巡回診療

の用に供するための特殊装置を備えたものに限

る。）

(10) 財団法人鳥取県交通安全協会が所有する自動 (13) 財団法人鳥取県交通安全協会が専ら交通安全

車で専ら交通安全の指導及び普及宣伝の用に供す の指導及び普及宣伝の用に供する自動車

るもの



(11) 地方バス路線維持のために政府が交付する路 (14) 地方バス路線維持のために政府が交付する路

線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動 線維持費に係る補助金を受けて一般乗合旅客自動

車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用の 車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に必

バスのうち規則で定める基準を満たすもので地域 要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が

住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等によ 困難になっているものの運行の用に供する一般乗

り運行の維持が困難になっているものの運行の用 合用のバスのうち知事が別に定める基準を満たす

に供するもの もの

（自動車税の減免）

第137条の２ 知事は、第８条第１項の表の自動車税

の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、規則で定めるところにより、

自動車税（第４号に掲げる場合にあっては、平成20

年度から平成22年度までのうち該当する年度分の自

動車税に限る。）を減免することができる。ただし、

第１号の場合において、既に同号に該当することに

より自動車税の減免を受けた者に対しては、当該減

免の対象となった自動車税に係る賦課期日の属する

年度において１回に限り、当該減免の対象となった

自動車に代わる自動車の所有に係る自動車税を減免

することができる。

(１) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精

神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条及び

次条において「身体障害者等」という。)又は身

体障害者等と生計を一にする者が次のいずれかの

自動車（１台に限る。）を所有する場合

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該身

体障害者等が所有するものに限る。）

イ 当該身体障害者等の通院、通所、通学又は生

業のためにその者と生計を一にする者が運転す

る自動車

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。）の通院、通所、

通学又は生業のためにその者を常時介護する者

が運転する自動車

(２) 古物営業法（昭和24年法律第108号）第３条

第１項の規定による許可を受け、古物営業法施行

規則（平成７年国家公安委員会規則第10号）第２

条第４号に規定する自動車を取り扱う者で規則で

定める要件を備えたものが、賦課期日において、

道路運送車両法第４条の規定による登録を受けて

いる自動車で商品中古自動車であることが財団法

人日本自動車査定協会鳥取県支所において証明さ

れているものを商品として所有し、及び展示する



場合

(３) 私立学校法（昭和24年法律第270号）第２条

第３項に規定する私立学校又は学校教育法（昭和

22年法律第26号）第83条第１項に規定する各種学

校が、その所有する自動車を専ら生徒の教育練習

の用に供する場合

(４) 財団法人鳥取県保健事業団（以下この号にお

いて「保健事業団」という。）又は財団法人中国

労働衛生協会が、その所有する自動車（レントゲ

ンその他の検診及び巡回診療の用に供するための

特殊装置を備えたものに限る。以下この号におい

て同じ。）を専ら検診及び巡回診療の用に供する

場合（保健事業団が、財団法人結核予防会が所有

する自動車を専ら検診及び巡回診療の用に供する

場合を含む。）

２ 知事は、前項ただし書に規定する減免の対象とな

った自動車に代わる自動車の所有が災害、盗難等に

より故障、損壊又は滅失した自動車に代わる自動車

の所有である場合には、同項ただし書の規定にかか

わらず、同項本文の規定により自動車税を減免する

ことができる。

（自動車税の減免額）

第137条の３ 前条の規定により減免する額は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。ただし、第１号、第２号、第４号及び第５号に

掲げる場合で、賦課期日（賦課期日後に納税義務が

発生した場合は、当該発生した日）後に減免の要件

に該当し、又は規則で定める申請期限後に減免の申

請があった場合（当該提出期限の属する年度の２月

末日までに申請があった場合に限る。）は、申請の

あった月の翌月から減免の要件に該当していた期間

に応じ、規則で定める計算方法に従って計算した額

とする。

(１) 前条第１号アに該当するもの 納付すべき自

動車税の税額の全額又は45,000円（賦課期日後に

納税義務が発生した場合にあっては当該発生した

月の翌月から、賦課期日後に納税義務が消滅した

場合にあっては当該消滅した月までの期間に応

じ、規則で定める計算方法に従って計算した額）

のいずれか低い額

(２) 前条第１号イ又はウに該当するもの 次に掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 身体障害者等の通院、通所若しくは通学のた

めに運転する回数が１週間に３回以上である場



合又は身体障害者等の生業のために運転する場

合 前号に定める額

イ 身体障害者等の通院、通所又は通学のために

運転する回数が１週間に１回又は２回である場

合 納付すべき自動車税の税額の全額又は

23,000円（賦課期日後に納税義務が発生した場

合にあっては当該発生した月の翌月から、賦課

期日後に納税義務が消滅した場合にあっては当

該消滅した月までの期間に応じ、規則で定める

計算方法に従って計算した額）のいずれか低い

額

(３) 前条第２号に該当するもの 第138条第１項

に規定する税率の12分の３に相当する額（賦課期

日以後５月31日以前において、法第150条第２項

の規定により月割をもって課税する場合は、当該

月割額）

(４) 前条第３号に該当するもの 同号に規定する

自動車と、乗用車にあっては総排気量等が、トラ

ックにあっては最大積載量等が、バスにあっては

乗車定員が同一である第138条第１項の表(１)ア、

(２)ア又は(３)ア(イ)に掲げる営業用の自動車に

対して課すべきその年度分の自動車税の税額に相

当する額を、当該年度分の自動車税の税額から控

除して得た額

(５) 前条第４号に該当するもの 納付すべき自動

車税の税額の２分の１に相当する額

（自動車取得税の課税免除） （自動車取得税の課税免除）

第171条 次の各号のいずれかに該当する自動車の取 第171条 次の各号のいずれかに該当する自動車の取

得に対しては、自動車取得税を課さない。ただし、 得に対しては、自動車取得税を課さない。ただし、

第３号から第５号までに規定する自動車の取得にあ 第３号から第12号までに規定する自動車の取得にあ

っては、知事の承認を受けたものに限る。 っては、知事の承認を受けたものに限る。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精

神に障害を有し歩行が困難な者（以下この条及び

次条において「身体障害者等」という。）又は身

体障害者等と生計を一にする者が取得した自動車

で次に掲げるもの

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該身

体障害者等が取得したものに限る。）

イ 当該身体障害者等のためにその者と生計を一

にする者が運転する自動車

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。）のためにその者



を常時介護する者が運転する自動車

(４) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するため

のものと認められる自動車

(５) 社会福祉法第２条第２項に規定する第一種社

会福祉事業を営む社会福祉法人が専ら入所者の通

園若しくは通学又は入所者の医療機関への通院の

用に供する自動車

(６) 特定障害福祉サービス又は特定地域生活支援

事業において専ら原材料の搬入又は成果品の搬出

の用に供する自動車

(７) 次に掲げる事業を営む社会福祉法人及び特定

非営利活動法人が専らその事業の用に供する自動

車（通所者又は入所者の送迎の用に供するもので

あって、平成13年４月１日以後に取得されたもの

に限る。）

ア 老人福祉法第５条の２第３項に規定する老人

デイサービス事業

イ 老人福祉法第５条の２第４項に規定する老人

短期入所事業

ウ 障害者自立支援法第５条第６項に規定する生

活介護に係る事業

エ 障害者自立支援法第５条第７項に規定する児

童デイサービスに係る事業

オ 障害者自立支援法第５条第８項に規定する短

期入所に係る事業

カ 障害者自立支援法第５条第13項に規定する自

立訓練に係る事業

(８) 鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例第２

条第２項に規定する小規模作業所において専ら原

材料の搬入又は成果品の搬出の用に供する自動車

(３) 社団法人全国保健センター連合会が取得し、 (９) 母子保健法第22条第２項に規定する母子健康

母子保健法第22条第２項に規定する母子健康セン センターが専ら母性並びに乳児及び幼児の保健指

ターが専ら母性並びに乳児及び幼児の保健指導の 導の用に供する自動車

用に供する自動車

(10) 財団法人鳥取県保健事業団及び財団法人中国

労働衛生協会が専ら検診及び巡回診療の用に供す

る自動車（レントゲンその他の検診及び巡回診療

の用に供するための特殊装置を備えたものに限

る。）

(４) 略 (11) 略

(５) 特定非営利活動法人が専ら特定非営利活動に (12) 特定非営利活動法人が専ら特定非営利活動に

係る事業の用に供する自動車（当該特定非営利活 係る事業の用に供する自動車（当該特定非営利活

動法人がその設立の日から６月以内に無償で譲り 動法人がその設立の日から６月以内（当該設立の

受け、かつ、当該期間内に道路運送車両法第７条 日が鳥取県税条例の一部を改正する条例（平成13

又は第13条の規定による登録がされたものに限 年鳥取県条例第42号）の施行の日前であるときは、



る。） 平成13年４月１日から当該施行の日から６月を経

過する日までの間）に無償で譲り受け、かつ、当

該期間内に道路運送車両法第７条又は第13条の規

定による登録がされたものに限る。）

（自動車取得税の減免） （自動車取得税の減免）

第172条 知事は、第８条第１項の表の自動車取得税 第172条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自

の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれ 動車の取得に係る自動車取得税については、当該自

かに該当する場合には、規則で定めるところにより、 動車の取得価額のうち身体障害者等の利用に供する

自動車取得税を減免することができる。ただし、第 ための構造の変更又は身体障害者等が運転するため

１号の場合において、既に同号に該当することによ の構造の変更に要した金額に当該自動車に係る自動

り自動車取得税の減免を受けた者に対しては、当該 車取得税の税率を乗じて得た額に相当する額を当該

減免の対象となった自動車取得税に係る自動車の取 自動車の取得に係る自動車取得税の額から減額する

得の日から２年（当該自動車の取得が新車新規登録 ことができる。

に係るものである場合にあっては、３年）以内に行

った当該身体障害者等のための新たな自動車の取得

に係る自動車取得税は、災害、盗難等により故障、

損壊又は滅失した自動車に代わる自動車の取得に係

る場合を除き、減免しないものとする。

(１) 身体に障害を有し歩行が困難な者若しくは精

神に障害を有し歩行が困難な者（以下この条及び

次条において「身体障害者等」という。）又は身

体障害者等と生計を一にする者が、次のいずれか

の自動車を取得した場合

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該身

体障害者等が取得したものに限る。）

イ 当該身体障害者等の通院、通所、通学又は生

業のためにその者と生計を一にする者が運転す

る自動車

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は身

体障害者等及び18歳未満の者のみで構成される

世帯の身体障害者等に限る。）の通院、通所、

通学又は生業のためにその者を常時介護する者

が運転する自動車

(２) 構造上身体障害者等の利用に供するためのも (１) 構造上身体障害者等の利用に供するためのも

のと認められる自動車を取得した場合 のと認められる自動車

(３) 専ら身体障害者等が運転するための構造の変 (２) 専ら身体障害者等が運転するための構造の変

更がなされた自動車で営業用のものを取得した場 更がなされた自動車で営業用のもの

合

（自動車取得税の減免額）

第172条の２ 前条の規定により減免する額は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。

(１) 前条第１号アに該当するもの 当該自動車の



取得に係る自動車取得税の全額又は250万円に当

該自動車に係る自動車取得税の税率を乗じて得た

額のいずれか低い額

(２) 前条第１号イ又はウに該当するもの 次に掲

げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 身体障害者等の通院、通所若しくは通学のた

めに運転する回数が１週間に３回以上である場

合又は身体障害者等の生業のために運転する場

合 前号に定める額

イ 身体障害者等の通院、通所又は通学のために

運転する回数が１週間に１回又は２回である場

合 当該自動車の取得に係る自動車取得税の全

額又は150万円に当該自動車に係る自動車取得

税の税率を乗じて得た額のいずれか低い額

(３) 前条第２号又は第３号に該当するもの 当該

自動車の取得価額のうち構造の変更に要した金額

に当該自動車に係る自動車取得税の税率を乗じて

得た額に相当する額

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成19年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に

定める日から施行する。

(１) 第１条中第208条の改正及び附則第６条の規定 平成19年４月16日

(２) 第２条の規定並びに附則第４条及び附則第５条の規定 平成20年４月１日

(３) 第１条中第21条第４項及び第５項、第53条の４並びに第53条の12の改正、第64条の４の改正（「同項第

４号、第５号」を「同項第５号」に改める部分に限る。）、第117条及び第118条の改正並びに附則第３条の

規定 地方税法の一部を改正する法律（平成19年法律第 号。以下「改正法」という。）の施行の日

(４) 第１条中第21条第１項及び第６項、第40条、第53条の22、第54条、第55条、第58条、第60条、第61条並

びに第64条の３の改正、第64条の４の改正（「同項第４号、第５号」を「同項第５号」に改める部分を除く。）

並びに第70条の改正並びに附則第７条の規定 信託法（平成18年法律第108号）の施行の日

(５) 第１条中第53条の14の改正 証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）の施行の日

（県民税に関する経過措置）

第２条 平成18年度分の個人の均等割については、第１条の規定による改正前の鳥取県税条例第27条の２第１項

及び第53条の19第２項の規定は、なおその効力を有する。

２ 第１条の規定による改正後の鳥取県税条例（以下「新条例」という。）第39条の規定は、平成19年度におい

て賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の県民税（同

年度以前において賦課決定をされたものに限る。）に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

（事業税に関する経過措置）

第３条 改正法による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の２第９項第４号に掲げる事業に対し

て課する平成18年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

第４条 第２条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年４月１日以後に

所有する自動車に対して課すべき自動車税について適用し、同日前に所有する自動車に対して課する自動車税

については、なお従前の例による。



（自動車取得税に関する経過措置）

第５条 第２条の規定による改正後の鳥取県税条例の規定中自動車取得税に関する部分は、平成20年４月１日以

後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動

車取得税については、なお従前の例による。

（狩猟税に関する経過措置）

第６条 新条例第208条の規定は、平成19年４月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税に

ついて適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

（信託法の制定に伴う県民税、事業税及び地方消費税に関する経過措置）

第７条 新条例第21条、第40条、第53条の22、第54条、第55条、第58条、第60条、第61条、第64条の３、第64条

の４及び第70条の規定は、信託法の施行の日以降に効力が生ずる信託（遺言によってされた信託にあっては同

日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第109

号）第３条第１項、第６条第１項、第11条第２項、第15条第２項、第26条第１項、第30条第２項又は第56条第

２項の規定により同法第３条第１項に規定する新法信託とされた信託（以下この条において「新法信託」とい

う。）を含む。）について適用し、同日前に効力が生じた信託（遺言によってされた信託にあっては同日前に

遺言がされたものを含み、新法信託を除く。）については、なお従前の例による。

（この条例の失効）

第８条 この条例の規定（第１条中第21条、第40条、第53条の４、第53条の12、第53条の14、第53条の22、第54

条、第55条、第58条、第60条、第61条、第64条の３、第64条の４、第70条、第117条、第118条及び第208条の

改正並びに附則第３条、第６条及び前条の規定に限る。以下この条において同じ。）は、改正法の施行により

その効力を生じるものとし、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が

新条例の規定の内容と異なることとなるときは、この条例の規定は、その限りにおいてその効力を失う。


